
● 第63回 「正しい運転・明るい輸送運動」 実施計画
● 兵庫さんぽセンター　産業保健研修会・セミナーのご案内

● 令和5年度　整備管理者選任後研修（後期）のご案内
● メンタルヘルス心の健康専門家を派遣します

2023
October

場　所 ： コスモス畑（加古川市志方町）
撮影者 ： 尾上敏明（株式会社シキトウサービス）
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行政からのお知らせ
（自動車事故対策機構　兵庫支所）　
基礎講習のご案内（貨物）

3 一般講習のご案内（貨物）

全ト協
5 第 63 回「正しい運転・明るい輸送運動」実施計画

兵庫産業保健総合支援センターからのお知らせ
9 兵庫さんぽセンター　産業保健研修会・セミナーのご案内

事務局からのお知らせ
13 令和5年度　自動車運送事業運行管理者兵庫陸運部長表彰受賞

14 「中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー」
～ＩＴを活用した生産性向上～ の開催について（ご案内）

15 令和５年度　整備管理者選任後研修（後期）のご案内

支部活動だより（西宮・東部支部）

17 秋の全国交通安全運動イベントに参加しました

18 秋の交通安全祈願祭を開催しました

陸災防のページ
19  はい作業主任者技能講習会のお知らせ

23 会員だより
適正化事業実施機関からのお知らせ

24 今月のテーマ　「運行管理者資格者証交付申請について」

26 協会日誌

1

「標準的な運賃」を活用するための
運賃・料金の変更届出はお済みですか！

～まずは届出を～

〈兵ト協会員届出状況〉 （令和５年 8月末日現在）

該当会員数 届出件数 届出割合

1615社 617社 38.2％

※届出割合は全国ワースト１位



行政からのお知らせ

基礎講習のご案内（貨物）
　平素は当機構の業務運営にご協力を賜り誠にありがとうございます。
　2023 年度（令和５年度下半期）の運行管理者等基礎講習を以下のとおり開催いたします。

＜日程・会場＞

兵庫県中央労働センター
大ホール（最大125名）

神戸市中央区
下山手通 6 丁目 3ｰ28

2023年　11月15日（水）〜17日（金）

2024年　１ 月17日（水）〜19日（金）

2023年4月3日（月）

 午前０時予約開始

（満席になりますと予約を締め切ることがあります）
＜注意事項＞
　・３日間連続の講習です。修了には全ての講義を受講していただく必要があり、公共交通機

関の障害を除き 1 日でも遅刻・早退・欠席されますと修了証明はできません。
　・各会場には受講者用の駐車場がございませんので公共交通機関等をご利用下さい。
　・災害、特別警報の発令、感染症の状況により講習会を中止または日程・会場の変更をさせ

ていただく場合がございます。

＜講習時間＞

1日目 【受　　付】9：00〜 9：50 に受付を済ませてください
【講習時間】9：50〜16：30

2日目 【講習時間】9：30〜16：30

3日目 【講習時間】9：30〜16：30

※　時間は会場によって前後することがございます。

＜当日のお持ち物＞
　・講習手数料　8,900 円（税込）
　　　⇒兵庫県トラック協会加入の事業者（兵庫県内の営業所に限る）にご所属の方が貨物の

　講習を受講する場合、協会負担となります。
　・予約確認書
　・写真付きの本人確認書類（指導講習手帳、運転免許証、マイナンバーカード、社員証など）
　・次のうち該当する方をお持ちください。

　　　○講習手帳をお持ちでない方（初めて講習を受ける方、再交付が必要な方）
　　　　⇒手帳貼付用の顔写真１枚（縦３cm ×横 2.4cm 裏に氏名を記入してください）
　　　○講習手帳をお持ちの方⇒運行管理者等指導講習手帳
　・筆記用具
　・上着等温度調整出来るもの

自動車事故対策機構　兵庫支所
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＜受講対象者＞
　・運行管理者試験の受験資格を得ようとする方
　　　○必ず受験する業態の講習を受講して下さい。
　　　　貨物の講習を受講しても旅客の試験は受験できません。
　・新たに補助者としての要件を得ようとされる方
　・2012 年４月 16 日以降、ご所属の事業者で初めて運行管理者に選任された方で、過去に基礎

講習を受講されたことがない方

＜申込方法＞
独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA・ナスバ）ホームページより
指導講習予約システムにアクセスして予約してください。

https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user
( ご予約にはメールアドレスが必要になります )

＜問い合わせ先＞
　（独）自動車事故対策機構　兵庫支所　講習担当
　TEL  078 ｰ 271 ｰ 7601

※運行管理者試験に関するお問い合わせ
　（財）運行管理者試験センター 試験事務センター（自動音声サービス）
　TEL  047 ｰ 707 ｰ 3336（平日 9:00 ～ 17:00 は「5」を押すとオペレータ対応有）
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一般講習のご案内（貨物）
　平素は当機構の業務運営にご協力を賜り誠にありがとうございます。
　2023 年度（令和５年度下半期）の運行管理者等一般講習を以下のとおり開催いたします。

全ての日程の予約は 4 月 3 日（月）午前 0 時 開始です。
（満席になり次第予約を締め切ります。）

＜会場・日程＞

兵庫県中央労働センター
大ホール（最大148名）

神戸市中央区
下山手通 6 丁目 3ｰ28

2023年　　11月 ８ 日（水）

2024年　　 ２ 月 ８ 日（木）  ２ 月 ９ 日（金）

自動車事故対策機構
兵庫支所（最大 26 名）

神戸市中央区浜辺通 5ｰ1ｰ14 
神戸商工貿易センタービル 11F

※【動画視聴形式】

2023年　　11月 ２ 日（木）

　　　　　12月14日（木）

2024年　　 ２ 月22日（木）

　　　　　 ３ 月 ７ 日（木）

12 月 １ 日（金）

12 月22日（金）

 ２ 月29日（木）

＜注意事項＞
　・【動画視聴形式】は録画映像を視聴していただく形式の講習です。
　・全ての講義を受講しなければ修了となりません。
　　公共交通機関の障害を除き遅刻・早退されますと修了証明はできません。
　・「兵庫県中央労働センター」「自動車事故対策機構兵庫支所（神戸商工貿易センタービル）」

には受講者用の駐車場がございません。公共交通機関等をご利用下さい。
　・災害、特別警報の発令、感染症の状況により講習会を中止または日程・会場の変更をさせ

ていただく場合がございます。

＜講習時間＞
　【受付】9：00 〜 9：45 頃　　
　【講習時間】9：45 頃〜 16：15 頃
※　時間は会場によって前後することがございます。

＜当日のお持ち物＞
　・講習手数料　3,200 円（税込）
　　　⇒兵庫県トラック協会員の事業者の方（兵庫県内の営業所に限る）が貨物の講習を受講

　　する場合、協会負担となります。
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　・写真付きの本人確認書類
     ⇒（受付で本人確認を行います。講習手帳があればそれで事足りますが、手帳をお持ちで

　　 ない又は当日忘れた方は運転免許証、マイナンバーカード、社員証などを提示してく
　　 ださい。）

　・予約確認書
　・ 運行管理者等指導講習手帳
　　　○講習手帳をお持ちでない方（初めて講習を受ける方、再交付が必要な方）
　　　　⇒手帳作成用の顔写真１枚（縦３cm ×横 2.4cm 裏に氏名を記入してください）
　・筆記用具
　・上着等温度調整出来るもの

＜受講対象者＞
　・運輸支局または陸運部に選任の届出を提出している運行管理者の方は、２年に 1 度の受講

が義務付けられています。（最後に受講した年度の翌々年度）
　・特別講習の通知を受けた運送事業者の場合、対象となった営業所に選任されている全ての

運行管理者にその年度と翌年度の２年連続で一般講習を受講させなければなりません。
　※ 2012 年４月 16 日以降、ご所属の事業者で初めて運行管理者に選任された方で、過去に基

礎講習を受講されたことがない場合は、その年度は一般講習ではなく、基礎講習の受講が
義務付けられています。

＜申込方法＞
独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA・ナスバ）ホームページより
指導講習予約システムにアクセスして予約してください。

https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user
( ご予約にはメールアドレスが必要になります )

＜問い合わせ先＞
（独）自動車事故対策機構　兵庫支所　講習担当
TEL  078 ｰ 271 ｰ 7601
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第63回「正しい運転・明るい輸送運動」実施計画

全ト協

１.  目 　 的

この運動は、交通・労働災害事故の防止、環境保全及び輸送秩序の確立により、円滑な
輸送の達成を図り、年末年始の輸送繁忙期における安全、安心な輸送サービスを提供する
ことを目的とする。

２.  運動期間

令和 5 年 11 月 16 日（木）から令和 6 年 1 月 10 日（水）まで

３.  主 　 催

全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）並びに各都道府県トラック協会

４.  後  援

国土交通省、警察庁

５.  実施事項

経営トップ、管理者及び従業員が一体となって、下記の項目を中心とした取り組みを行
うものとする。

⑴　飲酒運転の根絶
運行管理者等は、国土交通省が令和4年3月に改訂した「自動車運送事業者が事業用自

動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を踏まえ、同年6月
に全ト協が改訂した「飲酒運転防止対策マニュアル」を活用し、運転者等に対するアルコー
ル検知器の携行などによる酒気帯びの有無の測定方法、及び測定結果の確実な報告等につ
いて指導を徹底する。

また、交通対策委員会の決議を踏まえ、トラックドライバーへの飲酒運転しないことの
宣言書署名などの取り組み強化を図る。

⑵　追突事故及び交差点における事故防止の徹底
運行管理者等は、事業用トラックにおける死傷事故の約半数を占め、高速道路での死傷

事故の約６割を占める「追突事故」、及び死亡・重傷事故の約４割を占める「交差点事故」
を防止するために、全ト協制作の資料『プラン2025目標達成セミナー～削減目標達成への
取り組み～』※を活用し、交通事故実態に即した運転者への指導・教育を実施し、追突事故
及び交差点における事故防止の徹底に努める。 

※全ト協ホームページ URL
資料『プラン2025目標達成セミナー～削減目標達成への取り組み～』 
https://jta.or.jp/member/anzen/plan2025seminar.html 
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⑶　過労運転防止の徹底
運行管理者等は、繁忙期においても無理な運行計画とならないよう、運行経路、運行時

間、休憩地点等を含む適切な運行指示書の作成や運行計画及び乗務割の作成を行い、 点呼
時等を活用し運転者の疲労、睡眠不足の状況等、健康状態の確認を徹底し、過労運転防止
に努める。

⑷　確実な点呼の実施
経営者は、従業員の健康管理を徹底させ、また、運行管理者等は点呼を確実に実施し、 

運転者の健康状態、疲労の度合い、異常な感情の高ぶり、睡眠不足等について確認し、 少
しでも異常があると認められた場合は乗務させないようにする。

また、点呼の際、運行管理者等はアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を確
実に行う。

⑸　携帯・スマートフォンの使用禁止の徹底
経営者は、道路交通法の一部改正により罰則強化が行われた運転中のスマートフォン等

の画像を注視する行為や、携帯電話を用いて通話する行為は極めて危険な行為であること
から、乗務中の携帯電話による通話やスマートフォンの操作の禁止について徹底を図る。

⑹　健康診断の受診の徹底
経営者は、健康起因による事故防止を図るため、従業員に健康診断を確実に受診させ、

結果を把握するとともに必要に応じて医師の診断等を受けさせ、運転に支障を及ぼす影響
のある異常があると認められた場合は、改善されるまで乗務させないようにする。

⑺　荷役作業時の安全確保の徹底
経営者及び荷役災害防止担当者等は、荷主等との運送契約時に、荷役作業における役割

分担を明確にするように書面契約を締結するよう努めるとともに、荷役作業の有無、運搬
物の重量、荷役作業方法等の荷役作業内容を、「安全作業連絡書」等で運転者へ指示を行い
配布する。

また、令和５年10月より、荷役作業時の墜落・転落防止対策強化のため昇降設備の設置
及び保護帽の着用義務が最大積載量２トン以上の貨物自動車に範囲が拡大されることな
どを踏まえ、墜落・転落の危険を伴う荷役作業においては必ず保護帽を着用させるなどの
必要な安全対策を指示し、労働災害事故の防止を図る。

参考：陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

「荷役作業安全対策ガイドラインのあらまし」 
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2018/06/niyaku-guideline_aramashi_202304.pdf 

「労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」 
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/kaisei_question_answer.pdf 
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⑻　高速道路における事故防止の徹底
運行管理者等は、高速道路における事故の多くは、高速道路に入った後１時間以内に比

較的多く発生していることを踏まえ、高速道路に入った後に可能な限り早い段階で運転者
に休憩をとらせるなど、高速道路における事故防止の徹底に努める。

 
⑼　車両の安全性確保の徹底

経営者及び整備管理者等は、「自動車点検整備推進運動」及び「不正改造車を排除する運
動」の趣旨を踏まえ、車両の日常点検及び定期点検の確実な実施に努めるとともに、不正
改造の防止を徹底する。

特に、近年、大型トラックの車輪脱落事故が急増しているため、国土交通省が策定する
大型車の車輪脱落事故防止にかかる「緊急対策」のトラック業界が取り組む実施事項と併
せ、全ト協作成の啓発資料活用などにより、早めに冬用タイヤ交換を計画する他、適切な
タイヤ交換作業の実施により車輪脱落事故防止対策の徹底を図る。

⑽　降積雪期における輸送の安全確保の徹底
運行管理者及び整備管理者等は、気象情報や道路における降雪状況等を適時適切に把握

するとともに、早期にスタッドレスタイヤに交換する他、積雪・凍結等の気象及び道路状
況により、タイヤチェーンを装着するなど適切な措置を講じる。

また、大雪等での立ち往生を防ぐため、冬用タイヤの溝深さが新品時の50％以上である
ことを「プラットホーム」で運行前に必ず確認することを徹底させる。

⑾　正しい積付け・固縛方法の徹底
管理者は、荷量が増加する年末の繁忙期において、偏荷重が生じない積付けや、荷に

ロープまたはシートをかける等の固縛を正しく行い、安全な輸送の確保を徹底させる。
 

⑿　エコドライブ及びアイドリング・ストップの徹底
経営者等は、地球温暖化の発生源である化石燃料の使用量を削減し、CO2及び排出ガス

の低減を図ることは、業界に課せられた命題であることから、エコドライブ及びアイドリ
ング・ストップを徹底させる。

⒀　運輸安全マネジメントの徹底
経営者等は、輸送の安全確保が最も重要であるという意識を経営トップから現場の運転

者まで浸透させるため、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努める
よう安全意識の高揚を図る。

⒁　安全意識の高揚
経営者及び運行管理者等は、社会的責務を自覚し、「安全を最優先する」という経営理念

と、「絶対に事故を起こさせない」という信念を持って、各事業所の事故防止対策の徹底を
図る。
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運転者は、常に適正な速度、車間距離を保つなど、安全走行を徹底する。また、交通法令
の遵守はもちろんのこと、プロドライバーとしての使命と自覚を持って、一般ドライバー
の模範となるよう、常に「やさしさ」と「思いやりのある運転」を心掛ける。

 
⒂　輸送品質・サービスの向上

運転者は、荷扱いに一層の注意を払い、毀損等の貨物事故の未然防止を図る。また、常
に笑顔と誠意をもって顧客等に接するとともに、言葉遣いや態度を明快にし、親切、 丁寧
に対応するよう輸送サービスの向上に努める。

６.  実施要領

　　前項の「実施事項」を確実かつ効果的に実行するため、事業者は次の要領により実施する。
　また、国土交通省が年末年始に行う安全総点検への協力を行うものとする。

① 自社広報紙等の利用、あるいはトラック協会等から配布されたポスター、垂れ幕、立
　　  看板、腕章、リボン等により、従業員に対し本運動の実施事項を徹底し、一層の事故
　　  防止と輸送品質の向上を図る。 

②  安全対策を検討する際は、全ト協が制作した各種マニュアル等の啓発物を積極的に
　　  活用する。 

　　＜全ト協ホームページ＞ 
　　URL https://jta.or.jp/member/anzen/kotsuanzen_ichiran.html 

③ 従業員に対し必要な教育、現場指導を行い、また、トラック協会が行う研修会、講習
　　  会等に必要な従業員を積極的に参加させ、安全・安心な輸送サービスの向上を図る。 

④ 安全会議を開催する等、本運動及び関係行政機関の発出する安全に関する通知等の徹
　　 底を図る。 

 
                                                                                                            以 上 
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兵庫産業保健総合支援センターからのお知らせ

※無料
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事務局からのお知らせ

ご受賞おめでとうございます

令和５年度自動車運送事業運行管理者兵庫陸運部長表彰受賞

運行管理者で永年、運行管理業務において優良であると認められる人を表彰する令和５年度

自動車運送事業運行管理者兵庫陸運部長表彰が８月28日（月）に神戸運輸監理部で行われ、トラッ

ク部門７名とバス部門１名が表彰されました。

当協会の推薦から下記のとおり受賞されました。

（敬称は略させていただきます）

運 行 管 理 者

浅 井 　 泰 博　　　　大丸運輸株式会社

足 立 　 秀 和　　　　株式会社フレッシュ急便

国 田 　 勝 俊　　　　国田運送有限会社

木 村 　 輝 也　　　　株式会社新宮運送

松 浦 　 欣 也　　　　龍野運送株式会社

垣 谷 　 昌 宏　　　　常磐運輸株式会社

嵯峨山　直美　　　　株式会社嵯峨山通商
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「中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー」
～ＩＴを活用した生産性向上～ の開催について（ご案内）

平素は、当協会の運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、令和５年度物流政策事業の一環として、中小トラック運送事業者における情

報化推進による生産性の向上を支援すべく、ＩＴ機器及びシステムの活用事例を紹介する標記
セミナーを全日本トラック協会との共催で下記により開催致しますので、参加を希望される方
は、このページをコピーまたは兵ト協ホームページ（10月10日掲載予定）からダウンロードし
ていただき、下欄の申込欄へ必要事項をご記入のうえ、兵庫県トラック協会 業務部あてＦＡＸ
にてお申し込み下さい。

記

1．開催日時　　令和５年12月１日（金）　13：30～16：30　【受付 13:00～】
2．開催場所　　兵庫県トラック総合会館　３F 会議室　（神戸市灘区大石東町2-4-27）
3．対 象 者　　中小トラック運送事業者の経営者及びシステム担当者等
4．セミナー　　第１部　［講演］

 ⑴. 　ＩＴの活用方法（活用のメリット、効果的なシステムの策定）
 ⑵. 　生産性向上に向けたＩＴ機器及びシステムの活用事例の紹介
 ⑶. 　全ト協車両原価計算シートの活用
 ⑷. 　中小トラック事業者の情報セキュリティ対策
 ⑸．　｢データ経営｣ による見える化の実現

第２部　［デモンストレーション］
業務効率化等にかかるＩＴ機器のデモンストレーション

5．講　　師　　近代経営システム研究所　代表　森高 弘純　氏
6．定 員　　60名　※受付期間中であっても定員に達し次第、受付を終了致します。
7．受 講 料　　無　料
8．申込期限　　令和５年11月20日（月） 必着
9．そ の 他　　・会場駐車場は狭隘であるため、受講者は公共交通機関をご利用のう

えご参加下さい。

（一社）兵庫県トラック協会　業務部　行（FAX：０７８－８８２－５５６５）

「中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー」 参加申込書（12/1開催）

会　社　名
ご担当者名

連絡先（TEL）　　 　－　 　　　－

参　加　者
氏名・役職

氏　　名 役　職　名
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＜令和５年度　整備管理者選任後研修（後期）のご案内＞

各事業所で選任された整備管理者に、２年に１回の受講が義務付けられている研修です。

令和 5 年度整備管理者選任後研修（後期）の申込み受付を行います。
今年度の選任後研修は、新型コロナウイルスが 5 類へ移行されたことを受け、神戸会場の1 

開催における受講定員数を増やし、通常時（コロナ前）の開催数に戻して実施いたします。

１．後期開催の日時・場所

日時　　第1回　【神戸会場】 令和６年１月１６日(火) 13:30～16:00 受付13:00

　　　　第2回　【姫路会場】 令和６年１月２４日(水) 13:30～16:00 受付13:00

　　　　第3回　【神戸会場】 令和６年２月９日(金) 13:30～16:00 受付13:00

場所　　【神戸会場】　兵庫県トラック総合会館［大会議室］　神戸市灘区大石東町2-4-27

　　　　　　　　　　　※　 神戸会場は、会館駐車場が狭隘なため受講者は公共交通機関をご利用下さい。

　　　　【姫路会場】　姫路市市民会館［大ホール］　姫路市総社本町112

　　　　　　　　　　　※　 お車で来場の方は、最寄りの有料駐車場をご利用下さい。
　　　　　　　　　　　アクセス： https://himeji-machishin.jp/toshi/commu/shiminnkaikann/#top

２．申込方法　

兵ト協ホームページ「研修会･講習会」ページの「整備管理者選任後研修開催案内・申込
フォーム【後期】」からお申込み下さい（10月１6日（月）から受付開始予定）。なお、イ
ンターネット環境が無い等で申込みが出来ない方は、兵ト協業務部あてご連絡下さい。
　　※　 受付締切日は、開催毎に開催日の₄日前（土日・祝日除く）。なお、開催毎に定員に達した時

点で受付を締め切ります。
　　※　 開催を延期または中止する場合は、受講申込みされた事業者へのＦＡＸによる通知と兵ト協

ホームページ上でお知らせ致します。（ＴＥＬ・郵送等によるお知らせは行いませんので予め
ご了承下さい。）

　　※　 受講者は、必ず受講日の前日に兵ト協ホームページにて開催中止の有無についてご確認下さい。

３． 受 講 料　　　無　料　　　※　 当日は、整備管理者手帳と筆記用具をご持参下さい。

４．｢整備管理者手帳｣ 発行の有無

整備管理者手帳または整備士手帳をお持ちでない方、並びに手帳をお持ちで研修修了の記
入欄（スペース）が無くなった方には、研修当日に整備管理者手帳を新たに発行致しますの
で、お申し込みの際に「手帳発行の有無」の項目で｢希望する｣を選択して下さい。

　　　
５．問い合わせ先　　　（一社）兵庫県トラック協会　業務部　　TEL：078-882-5556
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［神戸会場］

［姫路会場］

至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園神戸市環境局

灘事業所

兵庫県
トラック
総合会館

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

ダイエー

阪神新在家駅

ダイハツ

局
便
郵
灘

スーパートーホー

兵庫県トラック総合会館
神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（ ０７８ ）８８２－５５５６

姫 路 市 市 民 会 館
姫路市総社本町112番地

至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園神戸市環境局

灘事業所

兵庫県
トラック
総合会館

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

ダイエー

阪神新在家駅

ダイハツ

灘
郵
便
局

スーパートーホー
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（西宮支部）

秋の全国交通安全運動イベントに参加しました（西宮支部）
　　　
９月３日（日）、阪急西宮ガーデンズ スカイガーデンにて西宮警察署開催の秋の全国

交通安全運動イベントに当支部中島支部長が来賓としてまた支部会員多数が参加しま

した。

当日は観覧者多数の中、元宝塚歌劇団の彩羽真矢様が一日署長を務め交通安全宣言し、

関西学院大学吹奏楽部の演奏があるなど交通安全に対するセレモニーが行われました。

イベントの最後には、支部青年部会員による交通安全グッズの配布と10月９日のト

ラックの日の広報活動を行いました。

（西宮・東部支部）

17

Vol.447



秋の交通安全祈願祭を開催しました  （東部支部）

　　　
９月15日（金）、東部支部は尼崎市東園田町の船詰神社において例年開催している秋の

全国交通安全運動行事の一貫として、交通安全祈願祭を行い、当日は吉田支部長をは

じめ８名が参加しました。
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労働安全衛生法に係る技能講習のご案内 〈兵庫労働局登録教習機関［兵労基安登録第14号］〉

 はい作業主任者技能講習会のお知らせ
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　兵庫県支部

「はい」とは、荷の保管、仮置、検数、薫蒸などを行うために倉庫、上屋または土場に積み重ね
られた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物を除く）の集団をいいます。

高さが２メートル以上の「はい」作業（荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く）を
行っている事業場では労働安全衛生法第14条によるはい作業主任者の資格を取得させ、そのう
ちから「はい作業主任者」を選任して作業をしなければなりません。

１．講習日時・会場　注：当日は８時45分より受け付けします。

講習日時
１日目 2023年11月₉日（木） ９時～17時（座学講習）

２日目 2023年11月10日（金） ９時～17時 （座学講習、修了試験）

講習会場
兵庫県トラック総合会館　３階会議室

　神戸市灘区大石東町２丁目４－27
※受講者の為の駐車場はありません。

２．受 講 料

受  講  料 テキスト代 合　　計

兵ト協会員 7,700円
（内消費税10％　700円）

無　料
（陸災防兵庫県支部負担）

7,700円
（内消費税10％　700円）

非　会　員 7,700円
（内消費税10％　700円）

1,650円
（内消費税10％　150円）

9,350円
（内消費税10％　850円）

３．受講資格

「はい」付け又は「はい」くずしの作業に３年以上従事した経験を有する方。

※　受講申込書に実務経験証明書が付随しています。証明者の職氏名（事業場の代表又

は責任者の方）の記入及び、押印（丸印）が必要です。（角印は認められません。）
４．申込要領

（１） 陸運労災防止協会兵庫県支部事務局へ定員枠の空き状況を電話で確認し、必ず予

約受付を行ってから次の①～④を現金書留で次の申込先に郵送して下さい。
予約受付 及び申込書受付期間

２０２３年10月２日（月）～２０２３年11月２日（木）必着

ただし、期間にかかわらず定員に達し次第締め切ります。
（定員に空きがあれば、前日まで受付可能ですので、お問合せ下さい。）

①　受講申込書（Ａ４サイズにコピーまたは、切り取ってご使用して下さい。）
②　証明写真２枚（サイズ縦 3.5㎝、横 2.5㎝）

※　合格された場合の修了証に使用します。スキャナーで画像処理しプラス
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ティックカードにカラー印字いたしますので、スナップ写真、カラーコピー等画

像の不鮮明なものは使用できません。

証明写真２枚の内うち１枚は、①の受講申込書に貼り付けて下さい。
※　写真の裏に氏名を記入して下さい。

③　運転免許証の写し（住所変更している場合は、裏面必要）

④　受講料

納入された受講料等は、受講票を発行した以後は、一切返金いたしません。
受講票は、申込書到着後約１週間程度で所属事業場宛てに郵送いたします。
（申込先）

〒657－0043　神戸市灘区大石東町２丁目4－27 兵庫県トラック協会内
陸運労災防止協会兵庫県支部

電 話（078）８８２－５５５６
※　持参される場合の受付時間は、10時～17時 （12時～13時は除く）。

５．持　参　品

受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム・ボールペン）
６．修　了　証

法定の講習時間を受講し、修了試験に合格した方には、後日、修了証を郵送いたしま
す。
２日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

７．留意事項

修了試験において不合格となり基準点以上であった場合、追試験を１回のみ受験する

ことができます。

追試験を希望される場合は、受験料2,200円（税込）が必要となりますのでご留意下さ
い。（追試験は、後日実施します。）
受講者の為の駐車場はありませんので、公共交通機関の利用をお願いします。

至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園神戸市環境局

灘事業所

兵庫県
トラック
総合会館

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

ダイエー

阪神新在家駅

ダイハツ

灘
郵
便
局

スーパートーホー

はい作業主任者技能講習会場
兵庫県トラック総合会館

神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（ ０７８ ）８８２－５５５６
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様式  4 受付番号

受講申込書

はい作業主任者技能講習会
修了証台帳

 写真貼付し  

 て下さい。  

縦 3.0ｃｍ 

 横 2.5 ｃｍ

ふ  り  が  な　 旧姓を使用した氏名又
は通称の併記の希望の
有無 

✓□（ 印）

□  希望する　　□  希望しない

   氏 名 氏名又は通称

修 了 証 番 号 ※

生  年  月  日　 年 月 日生 交 付 年 月 日 ※

現　住　所　

(修了証に載ります)

 〒  

電話（携帯電話）  

 勤務先
所在地

 〒  

電話 ＦＡＸ

  名　称

本人確認 ※

 （注） ※以外は申込者において全部記載すること。
旧姓の併記は戸籍謄本、通称の併記は住民票又はそれに類する証明書を添付。 
ご記入いただいた個人情報は、当講習会の実施及び修了証交付の為のみに使用します。

証　 　明　 　書

  受講者氏名 ㊞

日まで
上記の者は、はい付け又ははいくずしの作業に

年　　  月　　　日から　　　　 年　　　月
３年以上従事した経験を有する者であることを証明します。  

　月　　日年　  
 事業者名  

 代表又は責任者  ㊞

書替・再交付年月日 ※ 年　 　月 　　日 本人確認書類 ※



燃料価格情報
軽油は兵庫県下で買いましょう

区 分
集計月

ロ ー リ ー 組 合 カ ー ド ス タ ン ド
平 均 平 均 平 均 平 均

令和４年９月 114.51 113.40 118.32 122.29
令和４年10月 113.14 114.70 121.25 126.60
令和４年11月 114.32 113.68 121.13 127.02
令和４年12月 112.48 114.43 119.32 122.42
令和５年１月 112.62 114.05 117.69 125.42
令和５年２月 112.43 115.04 116.54 122.73
令和５年３月 110.71 113.82 115.41 122.33
令和５年４月 113.14 113.97 117.18 123.62
令和５年５月 112.78 115.16 120.12 120.18
令和５年６月 112.05 114.35 115.80 123.80
令和５年７月 115.16 117.71 122.34 127.62
令和５年８月 117.71 119.93 121.28 128.36
令和５年９月 125.58 128.21 129.91 135.93

年間平均 114.36 116.03 119.71 125.26

※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ） （単位：円／㍑）

軽油「元売別」購入価格表（令和５年８月末現在） （単位：円／㍑）

区分
元売名

ロ ー リ ー 組 合 カ ー ド ス タ ン ド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X T G 126.72 127.40 131.34 135.65
出 光 124.50 132.60 126.00 138.50
コ ス モ 124.50 131.20 126.50
そ の 他 123.98 126.02 133.10 135.36
総 計 125.58 128.21 129.91 135.93
５
／
7

全国平均 116.59
調査なし

126.60 125.90
近畿平均 116.53 124.12 128.81

（消費税抜き）
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◎ 口　座　番　号
◎ 口　　座　　名
◎ 口　座　番　号
◎ 口　　座　　名

ご協力ありがとうございました

R５・9・4 匿名 20,000 円

一般社団法人  兵庫県トラック協会  募金係
0 1 1 7 0 一 6 一 5 4 8 0 3

交通遺児の募金を寄せられた会員

退会届
退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

５.８.24 北播 一般 マ ツ シ タ 運 輸 ㈱ 松 下 　 導 治

９.７ 東部 一般 ㈲ 誠 和 運 輸 川 上 　 　 誠

９.15 北播 一般 勝 木 梱 包 ㈲ 宮 澤 　 邦 芳

９.30 西神戸 一般
利用 安 田 運 輸 ㈱ 井 上 　 　 薫

変更届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

8 代表者
㈱三協運輸サービス

小 島 　 勝 己 井 出 　 恵 一

102 代表者
嶋 本 運 輸 ㈱

嶋 本　勇次郎 沖 野 　 幸 一

102 住所
㈱ シ ン ク ラ ン 〒566-8513
大阪府摂津市千里丘 7–6–30 大阪府摂津市千里丘7-9-31 RC棟
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱様内 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱様内　5 階

103 代表者
㈱ 清 鈴

池 田 　 勝 文 亀 田 　 正 年

103 代表者
㈲           スリーエス神戸

吉 岡 　 保 志 吉 岡 　 洋 樹

入会届
入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

５.9.15 明石 一般
利用 木下配送システム㈱ 桝谷　佐功雄 〒651-2228　　　　　　　  

神戸市西区見津が丘7-6-4 
 TEL 078-994-7635
FAX 078-994-7658

兵ト協ニュースのバックナンバーはホームページの下記ＵＲＬからご覧になれます。
https : //www.hyotokyo.or.jp/general-public/hyotokyo_back_number.html
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　令和5年度第1回運行管理者試験の合格発表を9月に迎え、資格者証交付申請書の準備に取りかかってい
る事業者も多いかと思います。当協会でも会員事業者の資格者証交付申請のお問い合わせをいただくことが
あり、その中でよくある質問や書き方についてここでお伝え出来たらと思います。

１.   資格者証申請の区分
⑴ 試験合格　国土交通省から指定試験機関指定を受けている機関で試験を受け、合格した者（必要

書類：運行管理者資格者証交付申請書、 270円分の収入印紙、住民票の写し又はこれ
に類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類、運行管理者試験結果通知書）
※資格者証の交付申請は合格の日から3ヶ月を過ぎると交付できなくなります。

⑵ そ の 他　一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種利用運送事業
者の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験があり、その間に、国土
交通大臣が告示で定める講習（一般・基礎講習）であって次項において準用する第12
条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを5回以上受講し
た者であることとする。（貸物自動車運送事業輸送安全規則第24条）

２.   よくある質問
⑴  資格者証の交付にどれぐらいの期間がかかるか。

→申請から大体1～2週間程、試験合格発表直後等混み合う時期は1ヶ月を目安で交付されます。申
請後すぐに交付されないので管理体制変更の際はご注意ください。

⑵  収入印紙が270円を超過した場合、差額はどうなるか。
→差額についての返付はありません。超過した印紙を貼付した場合は、印紙右隣に「過納承認」と

追記し、押印してください。また、印紙に割印は不可です。
⑶  免許証の住所と現住所が違う場合でも申請は可能か。

→住所は同一でなければ受付していただけません。また、会社の住所を記載される方がいらっしゃ
いますが、個人が取得した資格になるので、個人の現住所を記載ください。

⑷  誤字があった為、修正テープ・液を使用しても問題ないか。
→原則、修正テープ・液の使用は認められません。書き直してご提出ください。

⑸  交付時と資格者証の名前が変わった場合、届出は必要か。
→訂正もしくは再交付が必要になります。資格者証の原本と変更届出書と旧氏名と新氏名がわかる

公的書類の添付が必要になります。訂正のみで原本があれば収入印紙の貼付は不要です。
⑹  資格者証を交付した都道府県以外でも再交付・訂正等の申請はできるか。

→発行した都道府県でのみ、再交付・訂正等の申請することができます。

３.   最後に
巡回指導時に、有資格者が選任運行管理者1名のみという話をよくお聞きします。有資格者1名体制だと、

万が一選任管理者が病気や怪我により業務が出来ない状況の際、すぐに管理者の変更が出来ず、運行管理者
不在の状況になり、運輸支局等への速報対象となります。その場合、事業停止処分（30日間）と非常に重い
処分となります。上記のような不測の事態に備えて、有資格者が2名以上いる状態が望ましいかと思います。
資格試験に自信がなくても、実務経験での資格者証交付ができる制度もあるので、検討してもいいかと思い
ます。また、亡失（紛失）した場合でも再交付可能ですので必要書類や実務経験の条件等詳しくは兵庫県トラッ
ク協会適正化事業部宛にお問い合わせください。

「運行管理者資格者証交付申請について」
担当：適正化事業指導員　洲戸　一季　　

■ 今月のテーマ



第２号様式　（第 2 5 条関係）　（日本産業規格 A 列 4 番）

運行管理者資格者証交付申請書

年　　月　　日

近畿運輸局長　殿

郵便番号
住　　所
（フリガナ）

氏　　名
生年月日

電話（連絡先）

収　入

印　紙

備考 所属事業者名：

　運行管理者資格者証の交付を受けたいので、貨物自動車運送事業輸送安全規
則第 25 条第 2 項の規定により、別紙書類を添付して申請します。

注　⑴申請の区分の欄は、該当する区分の記号を１つ○で囲み、必要事項を記
入すること。

⑵資格要件の欄は、該当する数字を○で囲むこと。

A

B

試 験 合 格

資 格 要 件

受験番号　　　　　（　    年　 月　 日合格）

貨物自動車運送事業輸送安全規則第 24 条
1　1 号　　　2　2 号　に該当する。

申請の
区分

営  業  所  名： TEL    　  　（　　　　）

記入不要

・割印不可
・270円を超過して添付する場合
  は「過納承認」と記載し、押印

・住民票又は運転免許証の
現住所・氏名を記入

※高・髙や齋・斉など漢字表
記間違いにご注意ください



月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

９・１ 引越基本講習 兵 ト 協 10・12 兵庫労働安全衛生大会 西宮市民会館
３ 兵庫県・丹波地域合同防災訓練 丹波の森公苑 兵庫県防災会議　（オンライン）
５ 全ト協青年部会　東北ブロック大会    ホテルメトロポリタン

盛 岡 New Wing 13 全ト協　環境対策・GX 推進委員会 全 ト 協
自動車関係団体連絡会 兵庫県自動車会館 全ト協　青年部会　北陸信越ブロック大会    ホ テ ル メ ト ロ ポ リ タ ン

長 野

６ 兵庫県・神戸市道路利用者会議理事会・総会　国交省との意見交換会    兵 庫 県 農 業
共 済 会 館 全国女性部会　全国研修会 明治記念館

協会荷物配送業務受託希望事業者選定会 兵 ト 協 兵ト協　取扱部会 兵 ト 協
７ 適正化合同研修会および支部事務局長会議 兵 ト 協 14 「トラックの日」　イベント 郷の音ホール
８ 天狼会　定例会 ホテル日航姫路 15 兵青協 HOT21　研修旅行 済 州 島

自民党兵庫県支部連合会との意見交換会 兵庫県庁第3号館 17 近ト協　理事会    ホテルグランヴィア
大 阪

９ 兵青協　評議員会 神 戸 国 際 会 館
セミナーハウス 19 全国道路利用者会議　全国大会    ホ ク ト 文 化 ホ ー ル

（ 長 野 県 ）

兵青協　親睦事業　親睦会 イ タ リ コ
大 丸 神 戸 店 20 兵庫県交通安全対策部会 県民会館

11 KTS 正副会長会議    ホテルグランヴィア
京 都 全ト協　青年部会　中部ブロック大会 都ホテル四日市

12 交通安全県民大会 兵庫県公館 21 全国トラックドライバーコンテスト（～23日）    安全運転中央研修所
第一東京ホテル

13 兵ト協　取扱部会　研修旅行 東大阪市 24 整備管理者選任後研修（神戸） 兵 ト 協
14 三木会 兵 ト 協 25 「標準的な運賃」活用セミナー 兵 ト 協
15 兵ト協　タンクトラック部会　役員会 兵 ト 協 26 トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー 兵 ト 協
19 全ト協　労働安全・災害防止委員会 全 ト 協 27 関西広域応援訓練 三木総合防災公園

兵ト協　海コン部会　役員会 兵 ト 協 整備管理者選任後研修（但馬） 和 田 山
ジュピターホール

兵庫県高圧ガス大会　実行委員会    兵 庫 県 中 央
労働センター －11月の予定－

20 秋の全国交通安全運動出発式 メリケンパーク 11・１ 引越管理者講習 兵 ト 協
兵ト協　環境対策小委員会 兵 ト 協 ６ 物流セミナー    ANAクラウンプラザ

ホ テ ル 神 戸

21 兵青協　HOT21 定例会 ７ 暴力団追放兵庫県民大会 神戸文化ホール
22 全ト協　百貨店部会　正副部会長会議    ANAクラウンプラザ

ホ テ ル 神 戸 改善基準告示解説セミナー 兵 ト 協
全ト協　百貨店部会　通常総会    ANAクラウンプラザ

ホ テ ル 神 戸 近畿地区物流政策懇談会・幹事会
全ト協　青年部会　近畿ブロック大会    ホテルグランヴィア

京 都 ８ 改善基準告示解説セミナー 西部研修会館
25 兵ト協　正副会長会議 兵 ト 協 ９ はい作業主任者技能講習会 （～１０日） 兵 ト 協

交通安全祈願祭、慰霊祭 生田神社 10 全ト協 青年部会　四国ブロック大会    ザクラウンパレス
新 阪 急 高 知

26 近畿各府県トラック適正化事業部　部（課）長会議 大 ト 協 全ト協 女性部会 近畿ブロック研修会    ホテル日航姫路
就職ガイダンス ハローワーク西宮 13 整備管理者選任後研修（淡路）    洲 本 市

文 化 体 育 館

27 近ト協　幹事会    大 ト 協 15 輸送秩序確立小委員会 兵 ト 協
改善基準告示解説セミナー 兵 ト 協 三木会 兵 ト 協

28 車輪脱輪事故防止セミナー 兵 ト 協 16 整備管理者選任後研修（但馬）    和 田 山
ジュピターホール

－10月の予定－ 22 兵庫県過積載防止対策連絡会議 兵庫陸運部
10・２ 改善基準告示解説セミナー 西部研修会館 兵ト協 タンクトラック部会 役員会・研修会 三宮研修センター

３ 就職ガイダンス ハローワーク明石 24 安全性優良事業所近畿運輸局長表彰式 近畿運輸局
４ 第 28 回全国トラック運送事業者大会 札幌パークホテル 兵青協　評議員会 兵 ト 協
５ 神戸市災害時物資円滑供給検討会 神戸市役所 兵青協チャリティ事業　チャリティボーリング大会 六甲ボウル
10 陸運事業者のための安全マネジメント研修 兵 ト 協 29 整備管理者選任後研修（姫路） 姫路市市民会館
11 暴力団離脱者就労対策協議会総会 農業共済会館 30 未払い残業対策セミナー 兵 ト 協

自動車関係団体連絡会議 兵庫県自動車会館
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